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独立行政法人農林漁業信用基金 平成１５年度業務実績評価シート

、 、 、 。評価指標欄の記号はそれぞれ ◎大項目 ○中項目 □小項目である

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評 価 指 標 事 業 報 告 及 び 特 記 事 項 評価

第２ 業務運営の効率化に 第１ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 ◎第１ 業務運営の効率化に
関する事項 する目標を達成するためと する目標を達成するためと 関する目標を達成するため Ａ
信用基金は、農林漁業 るべき措置 るべき措置 とるべき措置

金融政策の一環として、 中項目の総数：６
農業・漁業の信用基金協 評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
会（以下「基金協会」と 評価Ｂの指標数：１×１点＝ １点
いう ）が行う債務の保証 評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点。
についての保険、林業者 合 計 １１点
等の融資機関からの借入 （１１／１２＝92％）
れに係る債務の保証等を
行うことにより、農林漁
業者の信用力を補完し、
農林漁業経営等に必要な
資金の融通を円滑にして
農林漁業の健全な発展に
資することを目的とする
ものである。
また、自然災害や不慮

の事故による損失を補填
することにより農漁業経
営の安定に資する災害補
償制度の一環として、共
済団体等に対して共済金
等の支払に必要な資金の
貸付けを行っている｡
信用基金がその役割を

的確に果たすには、多岐
にわたる業務を一体的に
運営し、一つの法人とし
て、効率的な業務運営体
制を確立することが必要
不可欠である。このこと
は、第４で定める信用基
金の財務内容の改善にも
資するものである。

、 、このため 信用基金は
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以下の点を踏まえて業務
運営を行うものとする。

１ 事業費の削減・効率化 １ 事業費の削減・効率化 １ 事業費の削減・効率化 ○１ 事業費の削減・効率化
事業費（農業・漁業災 事業費（農業・漁業災害 事業費（農業・漁業災害 Ａ

害補償に係る貸付事業を 補償に係る貸付事業を除 補償に係る貸付事業を除
除く ）については、中期 く ）について、その支出 く ）について、効率化を 指標の総数 ：３。 。 。
目標の期間中に、平成14 の要否を検討し、効率化を 図る観点から、以下の点な 評価Ａの指標数：３×２点＝６点
年度比で５％以上削減す 期するため、中期目標の期 ど支出の要否及び支出方法 評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
る この場合 経済情勢 間中に、平成14年度比で５ 等について検討を行う。 評価Ｃの指標数：０×０点＝０点。 、 、
国際環境の変化、災害の ％以上削減する。 合 計 ６点
発生等外的要因により影 （６／６＝100％）
響を受けることについて
配慮する。 □(1) 事業費（農業・漁業災 【事業報告書の記述】

害補償に係る貸付事業を除 ○事業費（農業・漁業災害補償に係る貸付事業 Ａ
く ）について、14年度予算 を除く ）については、３４，６１４百万円の。 。
対比の当該年度の削減度合 支出であり、平成１４年度予算対比で３７％

〔平成15年度～18年度までの の削減となった。
指標〕
平成15年度＝5％×0.5/4.5 平成14年度予算×1/2 (A) 55,054百万円
平成16年度＝5％×1.5/4.5 平成15年度決算 (B) 34,614百万円
平成17年度＝5％×2.5/4.5 削減率 (A-B)÷A △37％
平成18年度＝5％×3.5/4.5
Ａ：達成度合が90％以上で 【その他特記事項】
あった ・上記の「平成１５年度決算」については、農

Ｂ：達成度合が50％以上90 林漁業信用基金が独立行政法人化した平成１
、％未満であった ５年１０月以降の半年間の決算の数値であり

Ｃ：達成度合が50％未満で 季節要因を除去するため、通年ベースで平成
あった １４年度予算と平成１５年度決算を対比する

〔平成19年度の指標〕 と、削減率は２９％になる。
平成19年度＝5％×4.5/4.5 この削減の要因としては、貸付事業費のう
（平成19年度の指標は、削 ち、原資供給（農業・漁業の低利預託基金、
減数値が確実に達成された 林業の推進資金）に係る貸付が、長引く低金
か否かを判断するため、達 利情勢により制度金融の有利性が薄れたこと

。成度合は、Ａが100％以上、 を反映して不調に終わったことが挙げられる
Ｂが70％以上100％未満、Ｃ
が70％未満とする ）。
削減度合の算出に当たっ

ては、経済情勢、国際環境
の変化、災害の発生等外的
要因により影響を受けた場
合、又は、業務の進行状況
等に関する自己評価を勘案
した上で、見直すものとす
る。
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・極力有利な条件での借入れ □(2) 極力有利な条件での借 【事業報告書の記述】
等による借入金利息の縮減 入れ等による借入金利息の ○林業信用保証業務（林業経営基盤の強化等の Ａ

縮減 促進のための資金の融通等に関する暫定措置
Ａ：実施した 法第６条第１項第１号に係る業務）に係る長
Ｃ：実施しなかった 期借入金（１９億９６百万円。償還期限４年
（注）民間の金利水準を勘 間）の借入に際しては、多数の融資機関と交
案して判定するものとする 渉した結果、年０．８５９％の低い金利で調。

達することにより、借入金利息の縮減を図る
ことができた。

【その他特記事項】
・借入時点の長期プライムレート １．６５％

・サービサーの選定等に当た □(3) サービサーの選定等に 【事業報告書の記述】
っての求償権回収に係る費 当たっての求償権回収に係 ○ 林業信用保証業務において、新しい取組とし Ａ
用対効果への配慮 る費用対効果への配慮 て求償権回収業務の一部を債権回収業者（サ

Ａ：検討した ービサー）に委託することとし、その選定に
、 、Ｃ：検討しなかった 当たっては 全国的に事業実施していること

（注）回収実績を勘案して 同様の債権についての取扱実績があること等
判定するものとする。 を考慮して３社を選定するとともに、委託費

の支払いについては、回収実績の一定割合を
支払う方法とすることにより、費用対効果に
配慮した。

【その他特記事項】
、・サービサー委託分の回収実績は３５百万円で

これに対する求償権回収事業費は１２百万円
であった。

２ 業務運営体制の効率化 ２ 業務運営体制の効率化 ２ 業務運営体制の効率化 ○２ 業務運営体制の効率化
Ｂ

指標の総数 ：４
評価Ａの指標数：３×２点＝６点
評価Ｂの指標数：１×１点＝１点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ７点

（７／８＝88％）

４分野（農業・林業・ (1)４分野（農業・林業・漁 (1)４分野（農業・林業・漁 □(1)ア．事務所統合の計画的 【事業報告書の記述】
漁業・農業災害補償）に 業・農業災害補償）に分か 業・農業災害補償）に分か 実施 ○４分野（農業・林業・漁業・農業災害補償） Ａ
分かれている事務所を統 れている事務所を統合する れている事務所を平成16年 Ａ：順調に進んでいる に分かれている事務所を、平成１６年１２月
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合するとともに、前倒し とともに、前倒しで独立行 度後半に統合することがで Ｂ：概ね順調に進んでいる を目途に本所事務所（コープビル内）に統合
で独立行政法人化時点で 政法人化時点で３名の定員 きるよう、統合場所の選定 Ｃ：不十分 することを、平成１５年１１月の理事会で決
定員削減を行うほか、そ 削減を行うほか、その効果 等所要の準備を行う。 当該評価を下すに至った 定した。
の効果を踏まえた組織体 を踏まえつつ、総務、経理 また、事務所統合の効果 経緯、中期目標や中期計画 ○また、この事務所統合の実を上げるよう、①
制・人員配置を見直し、 等の管理部門の再編等、業 を見据えて､独立行政法人 に記載されている事項以外 事務所統合時点に総務、経理等の管理部門の
人員の削減を行う。 務の質や量に対応した組織 化時点に前倒しで３名の定 の業績等特筆すべき事項を 再編を行い人員を削減するとともに、②各部

体制・人員配置を見直し、 員削減を行う。 併せて記載する。 門共通の課題に係る企画調整機能の強化を図
人員の削減を行う。 るため、平成１６年４月に企画調整室を新設

するほか、③人事課の体制強化を図ることに
、 。ついて 平成１６年２月の理事会で決定した

○さらに、統合のための所要の準備を進めるた
め、各事務所横断のプロジェクトチーム（事
務所のレイアウト検討チーム、管理部門再編
検討チーム等）を平成１５年１２月に発足さ
せ、事務所のレイアウト・倉庫等の配置、管
理部門の再編等の検討を進めている。

【その他特記事項】
・事務所統合に伴う所要の準備は、平成１５年
１１月の理事会で決定した通り、計画的に進
められ統合実現が見込まれており、順調に進
んでいる。

□(1)イ．組織体制・人員配置 【事業報告書の記述】
の見直しによる人員の計画 ○事務所統合の効果を見据えて、平成１５年１ Ａ
的削減 ０月に前倒しで３名の定員削減を行った。
Ａ：計画どおり実施された
Ｂ：計画に比べやや不十分
であった

Ｃ：計画に比べ不十分であ
った

また、職員の能力の向 (2) 職員の能力の向上を図る (2) 職員の能力の向上及び信 □(2)ア．中期研修計画の策定 【事業報告書の記述】
上を図るため、各種研修 ため、各種研修を効果的に 用基金の相談機能の強化を Ａ：策定した ○職員の能力の向上及び信用基金の相談機能の Ａ
を効果的に実施する。 実施する。 図るため、部署・階層別の Ｃ：策定しなかった 強化を図るため、実践的な研修体系を構築す

ほか、専門性の高い業務に ることとし、平成１５年１０月に研修規程を
関する研修を充実するな 整備するとともに、これに基づき中期研修計
ど、より実践的な研修体系 画を策定した。
を構築する。このため、研 ○研修規程においては、研修方針・研修計画を
修規程を整備するととも 毎年度策定することを定め、また、中期研修
に 中期研修計画を策定し 計画においては、独立行政法人の職員として、 、
それに基づいた研修を実施 の自覚と業務遂行のために必要な専門的知識
する。 の習得を図るための重点研修を定め、部署・

階層別のほか、金融・保険業務等の専門性の
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高い業務に関する研修を充実させ、より実践
的な研修体制を構築した。

□(2)イ．中期研修計画に基づ 【事業報告書の記述】
く研修の実施 ○以下の研修を実施した。 Ｂ
Ａ：計画が達成された ・保証審査実務担当者研修会を開催し、２７名
Ｂ：計画が概ね達成された の職員が受講した。
Ｃ：計画が達成されなかっ ・都市銀行からの出向者によるケーススタディ
た 方式による財務分析研修を２回実施し、延べ

６６名の職員が受講した。
・ 独立行政法人になって」と題する職員研修を「
実施し、５６名の職員が受講した。
・財務省研修センターが行う独立行政法人の財

。務・経理に係る研修へ職員１名を参加させた
・ 社）漁業信用基金中央会主催の求償権の回収（
事例などを内容とする全国研修会へ職員２名
を参加させた。
・その他業務遂行に必要な専門的知識習得のた
めの通信教育研修を実施し、７名の職員が受
講した。

３ 経費支出の抑制 ３ 経費支出の抑制 ３ 経費支出の抑制 ○３ 経費支出の抑制
Ａ

指標の総数 ：６
評価Ａの指標数：６×２点＝１２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
合 計 １２点

（１２／１２＝100％）

一般管理費について、 すべての支出について、 すべての支出について、 □(1) 一般管理費の14年度予 【事業報告書の記述】
中期目標の期間中に、平 当該支出の要否を検討する 当該支出の要否を検討する 算対比の当該年度の削減度 ○一般管理費については、１，０１１百万円の
成14年度比で13％以上抑 とともに、以下の措置を講 とともに、以下の措置を講 合 支出であり、平成１４年度予算対比で２４％ Ａ
制する。 じること等により、一般管 じること等により、一般管 〔平成15年度～18年度までの の削減となった。

理費について、中期目標の 理費の節減を行う。 指標〕
期間中に、平成14年度比で 平成15年度＝13％×0.5/4.5 平成14年度予算×1/2 (A) 1,329百万円
13％以上の節減を行う。 平成16年度＝13％×1.5/4.5 平成15年度決算 (B) 1,011百万円

平成17年度＝13％×2.5/4.5 削減率 (A-B)÷A △24％
平成18年度＝13％×3.5/4.5
Ａ：達成度合が90％以上で 【その他特記事項】
あった ・上記の「平成１５年度決算」については、農

Ｂ：達成度合が50％以上90 林漁業信用基金が独立行政法人化した平成１
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％未満であった ５年１０月以降の半年間の決算の数値である
Ｃ：達成度合が50％未満で が、平成１５年度には、人事院勧告を踏まえ
あった た役職員給与の引き下げについて、下期にお

〔平成19年度の指標〕 いて支給額を減額調整したという特殊要因が
平成19年度＝13％×4.5/4.5 あり、この要因を除去するため、通年ベース
（平成19年度の指標は、削 で平成１４年度予算と平成１５年度決算を対
減数値が確実に達成された 比すると、削減率は１８％になる。
か否かを判断するため、達 この削減の要因としては、定員削減（事務

）成度合は、Ａが100％以上、 所統合の効果を見据えて前倒しで３名の削減
Ｂが70％以上100％未満、Ｃ や、システム変更経費の削減等の信用基金の
が70％未満とする ） 努力によるものに加え、人事院勧告を踏まえ。

た役職員給与等の引き下げという平成１５年
度の特殊要因も挙げられる。
なお、平成１６年度には、事務所統合に要

する経費の増加が見込まれる。

・予算管理、調達に係る規程 ① 予算管理、調達に係る規 □(2) 予算の執行管理体制の 【事業報告書の記述】
を整備し、予算の執行管理 程を整備し、支出の部署別 整備 ○平成１５年１０月に予算管理、調達に係る規 Ａ
体制を整備する。 時期別配分を行うなど予算 Ａ：規程の整備、支出配分 程である会計規程、契約事務取扱要領等を整

の執行管理体制を整備す 等が整備された 備した。
る。 Ｃ：規程の整備、支出配分 ○適切な予算の執行管理の実施のため、事業の

等が整備されなかった 実施にあたっては、過去の実績に基づく見直
しを行い予算配分を実施した。なお、その際
には、担当部署との協議等の実施を行い、部
署別の予算配分・管理を行った。

・役職員に対し、費用対効果 ② 研修の実施等により、役 □(3) 役職員に対する費用対 【事業報告書の記述】
等のコスト意識を徹底させ 職員に対し、費用対効果な 効果などのコスト意識の徹 ○コスト意識を徹底させるため、以下の措置を Ａ
る。 どのコスト意識を徹底させ 底 講じた。

る。 Ａ：取り組みは十分であっ ・契約等の担当部署と経理部との合同会議を
た 通じ、コスト意識の徹底を図った。

Ｂ：取り組みはやや不十分 ・貸借対照表の監査法人検証結果の説明を役
であった 職員に対して行うことにより、財務内容の

Ｃ：取り組みは不十分であ 実態について周知した。
った ・過去の実績に基づく見直しを行い予算配分

を実施する際に、担当部署との協議等の実
施を行った。

・業務実施方法を見直す。 ③ 受託金融機関の活用によ □(4) 業務実施方法の見直し 【事業報告書の記述】
る現地調査の縮減を検討す Ａ：見直しを実施した ○業務実施方法の見直しとして、林業信用保証 Ａ
るなど業務実施方法を見直 Ｃ：見直しは行わなかった 業務における代位弁済に係る現地調査につい
す。 て、案件の内容に応じて受託金融機関の活用
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などにより現地調査人員を削減した。

・一般競争入札等の積極的な ④ 随意契約とする場合を見 □(5) 一般競争・指名競争等 【事業報告書の記述】
導入を図る。 直し、一般競争・指名競争 の積極的な導入 ○平成１５年１０月に制定した契約事務取扱要 Ａ

等の積極的な導入を図る。 Ａ：導入を十分に実施した 領の中で、一般競争入札・指名競争入札の基
Ｂ：導入はやや不十分であ 準、随意契約にできる場合を規定した。
った ○同要領に基づき

Ｃ：導入は不十分であった ・法定監査人候補の選定にあたって一般競争
入札を実施し、その旨をホームページに掲
載した。
・各部門共通の会計システム開発について指
名競争入札を実施した。

⑤ 外部委託の推進を図る。 □(6) 外部委託の推進 【事業報告書の記述】
Ａ：十分であった ○林業信用保証業務において、新しい取り組み Ａ
Ｂ：やや不十分であった として求償権回収業務の一部を債権回収業者
Ｃ：不十分であった （サービサー）に委託した。

○事務所統合後に管理部門の再編を予定してい
ることから、給与計算、社会保険に係る事務
処理について外部委託への移行の可否につい
て検討している。

４ 内部監査の充実 ４ 内部監査の充実 ４ 内部監査の充実 ○４ 内部監査の充実
Ａ

指標の総数 ：１
評価Ａの指標数：１×２点＝２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ２点

（２／２＝100％）

業務の適正化を図るた 業務の適正化を図るた 信用基金の各業務を横断 □ 常勤監事をサポートする 【事業報告書の記述】
め、信用基金の各業務を め、信用基金の各業務を横 的に監査する内部監査体制 体制の充実・強化 ○平成１５年１０月に２名に増員された常勤監 Ａ
横断的に監査する内部監 断的に監査する内部監査体 の充実・強化を図るため、 Ａ：充実・強化のための方 事をサポートするため、各事務所毎に監事補
査体制を充実・強化する 制を充実・強化する。 ２名に増員される常勤監事 策が図られた 佐の職員を配置しているが、これに加えてど。

をサポートする体制の強化 Ｃ：充実・強化のための方 のような方策が必要なのかについて資料収集
方策を検討する。 策が図られなかった 等を行い検討を重ねた。

○検討の結果、平成１６年４月に新設する企画
調整室において内部監査の企画及び調整を所
掌させることを平成１６年２月の理事会で決
定した。
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５ 評価・点検の実施 ５ 評価・点検の実施 ５ 評価･点検の実施 ○５ 評価・点検の実施
Ａ

指標の総数 ：１
評価Ａの指標数：１×２点＝２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ２点

（２／２＝100％）

保証保険等に係る評価 (1) 保証保険等に係る評価手 保証保険や資金の貸付け □ 評価結果を業務運営に反 【事業報告書の記述】
手法について 総務省 政 法について、必要に応じて に係る評価手法について、 映させる仕組みの導入 ○農業部門における業績の評価手法を検討する Ａ、 「
府金融機関等による公的 有識者を活用しつつ、総務 必要に応じて有識者を活用 Ａ：検討（導入）は十分で ため、部課長及び外部有識者で構成する検討
資金の供給に関する政策 省「政府金融機関等による しつつ、総務省「政府金融 あった 会（外部有識者（監査法人）を含む ）を設置。
評価書｣等を踏まえつつ検 公的資金の供給に関する政 機関等による公的資金の供 Ｂ：検討（導入）はやや不 し、平成１５年１０月～１２月にかけて７回

、「 」討し、その結果を事業に 策評価書｣や他の政府系金 給に関する政策評価書｣や 十分であった 開催し 農業信用保険部門業績評価検討結果
反映させる仕組みを順次 融機関の検討状況等を踏ま 他の政府系金融機関の検討 Ｃ：検討（導入）は不十分 をとりまとめた。
導入する。 えて検討する。 状況等を踏まえて検討を進 であった ○その内容は、中期計画・年度計画に掲げた事

(2) (1)の検討結果を踏まえ める。 項及びその他の必要な事項を評価項目とし、、
信用基金内部に横断的な業 各評価項目ごとに取り組むべき課題とその実
務の評価・点検チームを設 践による効果を踏まえた評価項目相互の関連
置するなど体制整備を行 性を明示するとともに、各評価項目ごとに、
い、評価結果を業務運営に 評価を容易にするための関連指標のデータや
反映させる仕組みを順次導 取組み状況を整理する評価シートを作成する
入する。 仕組みとした。また、担当部署を明確にする

など的確な評価が行える体制とした。
○なお、平成１５年度下期からこの評価手法に
よって業績評価を行っており、これら実践を
通じて逐次改善検討を加えて行くこととして
いる。

６ 情報処理システムの効 ６ 情報処理システムの効率 ６ 情報処理システムの効率 ○６ 情報処理システムの効
率的な開発・運用 的な開発・運用 的な開発・運用 率的・段階的な開発・運用 Ａ

指標の総数 ：６
評価Ａの指標数：６×２点＝１２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
合 計 １２点

（１２／１２＝100％）

各部門共通の会計シス 各部門共通の会計システ (1) 新たに､各部門共通の会 □(1) 各部門共通の会計シス 【事業報告書の記述】
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テムを開発し、経理処理 ムを開発し、経理処理の迅 計システムを開発し、経理 テムの開発・運用 ○各部門共通の会計システム Ａ
の迅速化・効率化を図る 速化・効率化を図る等業務 処理の迅速化・効率化を図 Ａ：計画どおり実施された ・独立行政法人会計基準に基づいた経理処理
とともに、業務運営の効 運営の効率化を実現するた る。 Ｂ：概ね計画どおり実施さ をスムーズにかつ確実に実施するため、各
率化に必要不可欠な情報 めに必要不可欠な情報処理 れた 部門共通の会計システムを開発することと
処理システムの開発・改 システムの開発・改良を行 Ｃ：計画どおり実施されな し、経理部内に課長及び担当者による検討
良を行う。この場合、シ う。 かった チームを設置し、開発業者と９回の協議を
ステムの設計の段階から この場合、設計、業務処 行い、平成１６年４月より同システムを稼
投資の合理化・効率化に 理方法の設定の段階から投 働させた。
配慮し、システム開発費 資の合理化・効率化に配慮 ・システムの概要については、各部門の日々
・運用経費を適正なもの し、システム開発費を適正 の出納処理による決議書、振込依頼書等の
とする。 なものとする。その際、現 作成から、決算処理まで一連となったシス

行システムの運用面での課 テムとなっている。
題等を十分に分析し､シス
テムの拡張性を確保すると
ともに､次期システムの運 (2) 農業信用保険業務の保険 □(2)ア．農業信用保険業務の 【事業報告書の記述】
用経費については､抑制す 引受システムについては、 保険引受システムについて ○農業信用保険業務の保険引受システムの自主 Ａ
る。 将来的に安定運用が確保で の開発・運用 運用化については、既設オフコンで運用する

きるよう、また、システム Ａ：計画どおり実施された ことを前提に検討を行い、平成１７年度上期
運用経費の節減につながる Ｂ：概ね計画どおり実施さ からの稼働を目指し、平成１６年４月より開
よう、自主運用化に向けた れた 発作業を行うこととした。
開発の検討を開始する。な Ｃ：計画どおり実施されな ・検討内容としては、
お、保険通知等の事務の改 かった ア 現行汎用機システムからオフコン側へ
善に資するため、パソコン 移植するプログラムの選定
作成による保険通知等の受 イ 移植後におけるプログラム処理の効率
入れを可能にするためのシ 化に必要な修正仕様の作成
ステムを開発し、１５年度 ウ 業務処理の合理化に必要な新規プログ
内の稼動を目指す。 ラムの仕様（エラー補正画面作成、マス

タからの処理データ作成）固め
を行い、当該保険引受システムの自主運用
化の開発範囲の確定作業を実施した。
・なお、開発手法については、既存システム
の移植の他、新規開発についても調査を実
施し、開発費用・開発期間などを比較検討
した結果、オフコンへの移植をベースとし
た開発を選択したものである。

□(2)イ．パソコン作成による 【事業報告書の記述】
保険通知等の受入れを可能 ○保険通知等の事務の改善に資するため、パソ Ａ
にするためのシステムの開 コン作成データによる保険通知受入システム

、 、発及び15年度内の稼動 の開発を行い 平成１６年３月より稼働させ
Ａ：システムを稼働した また、処理手続きを説明した要領を作成し、
Ｃ：システムを稼働しなか 農業信用基金協会へ配布し稼働体制を整備し

った た。
・システムの概要としては、パソコン作成デ
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ータ エクセル形式 を汎用機システム 保（ ） （
険引受）及びオフコンシステム（保険金支
払・回収）で処理可能なデータ形式（ＥＢ
ＣＤＩＣ）に変換するものである。

(3) 林業信用保証業務におい □(3) 林業信用保証業務のシ 【事業報告書の記述】
ては、新たな信用格付けシ ステムの構築 ○林業信用保証業務のシステムについては、利 Ａ
ステムの導入､保証･債権管 Ａ：計画どおり実施された 用者のリスクに応じた信用格付けシステムを
理情報のデータベースの整 Ｂ：概ね計画どおり実施さ 導入し、平成１５年１０月より稼働させた。
備､自己資産査定システム れた さらに、利用者情報、事故・延滞情報等のデ
の導入など､統合的な経営 Ｃ：計画どおり実施されな ータ管理や、債務者区分に対応した引当金算
管理ができるシステムの構 かった 出などのシステムを整備し、保証審査から債
築を図る。 権管理までを統合して経営管理できるシステ

ムを構築した。
・システムの概要としては、利用者の情報を
入力し、利用者の信用リスクの算出や帳票
出力等、保証審査や債権管理の電算処理を
行えるものである。

(4) 漁業信用保険業務におい □(4) 漁業信用保険業務にお 【事業報告書の記述】
ては、事故率等を分析する ける事故率等を分析するた ○漁業信用保険業務においては、平成１６年３ Ａ
ためのシステムの構築に向 めのシステムの構築の検討 月に９名の実務者から成るプロジェクト委員
けた検討を開始する。 Ａ：検討を開始した 会を設置し、事故率等を分析するためのシス

Ｃ：検討を開始しなかった テムの構築に向けたスケジュールやシステム
の機能についての検討を開始した。

(5) 農業災害補償関係業務に □(5) 農業災害補償関係業務 【事業報告書の記述】
おいては､農業共済団体等 における農業共済団体等の ○農業災害補償関係業務においては、農業共済 Ａ
の財務等調査システムを運 財務等調査システムの運用 団体等の財務等調査システムについて、①勘

、用・改良し、集計処理の効 ・改良 定科目・集計項目・出力帳票の修正及び改良
率化を図る。 Ａ：達成された ②農業共済団体等の財務分析を行うための指

Ｃ：達成されなかった 標の新規追加等を内容とするシステムの改良
を平成１６年３月に完了し、処理の効率化を
図った。

第３ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する ◎第２ 国民に対して提供す
るサービスその他の業務 サービスその他の業務の質 サービスその他の業務の質 るサービスその他の業務の Ａ
の質の向上に関する事項 の向上に関する目標を達成 の向上に関する目標を達成 質の向上に関する目標を達
信用基金は、利用者の するためとるべき措置 するためとるべき措置 成するためとるべき措置 中項目の総数：３

ニーズに的確に対応した 評価Ａの指標数：３×２点＝６点
質の高いサービスを提供 評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
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するため、国民一般の理 評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
解が得られるよう留意し 合 計 ６点
つつ、以下の点を踏まえ （６／６＝100％）
て業務運営を行うものと
する。

１ 事務処理の迅速化 １ 事務処理の迅速化 １ 事務処理の迅速化 ○１ 事務処理の迅速化
利用者の手続面での負 利用者の手続面での負担 利用者の手続面での負担 Ａ

担の軽減を図るため、 及び事務コストの軽減を図 等の軽減を図るため、各種
るため、以下の措置を講じ システム開発に併せて事務 指標の総数 ：４
て、事務処理の迅速化を実 処理方法を改善するなど、 評価Ａの指標数：４×２点＝８点
現する。 以下の措置を講じることに 評価Ｂの指標数：０×１点＝０点

より、事務処理の迅速化を 評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
実現する。 合 計 ８点

（８／８＝100％）

① 保険引受審査・保険金 (1) 保険引受、保険金支払審 (1) 保険引受、保険金支払審 □(1) 保険引受等の業務内容
支払審査、納付回収金の 査、納付回収金の受納、貸 査、納付回収金の受納、貸 に応じた標準処理期間内の Ａ
受納、貸付審査等の業務 付審査等の業務内容に応 付審査等の業務内容に応 事務処理の達成度合(案件割
内容に応じ、利用者の利 じ、利用者の利便性の向上 じ、以下のとおり標準処理 合)
便性の向上に資する観点 に資する観点から、以下の 期間を設け、平成15年度下 Ａ：100％以上であった
から、標準処理期間を設 とおり標準処理期間を設 期においては､その期間内 Ｂ：70％以上100％未満であ
け、その期間内に案件の け、その期間内に案件の８ に案件の７割以上を処理す った
８割以上を処理する。 割以上を処理する。 る。 Ｃ：70％未満であった

ア 保険通知の処理・保険 ア 保険通知の処理・保険 （注）農業短期資金について
料徴収 料徴収 は、借入申込の締切日まで
月次処理（月次処理） 月次処理 に申し込まれた案件につい

イ 保険金支払審査 イ 保険金支払審査 て、決められた貸付実行日
27日（30日） 27日 に処理されているか否を判

ウ 納付回収金の受納 ウ 納付回収金の受納 定するものとする。
月次処理（月次処理） 月次処理

エ 保証審査 エ 保証審査
７日（８日） ７日

オ 代位弁済 オ 代位弁済 【事業報告書の記述】
150日（180日） 150日 ○標準処理期間内の処理状況

カ 貸付審査 カ 貸付審査 標準処理 標準処理
農業長期資金 農業長期資金 業 務 全処理件数 期間内の 期間内の
償還日と同日付貸付 償還日と同日付貸付 処理件数 処理割合

（償還日と同日付貸付） 農業短期資金 （Ａ） （Ｂ） （Ｂ÷Ａ）
農業短期資金 月３回（５のつく日） 15年度の
月３回（５のつく日） 目標７割

（月３回（５のつく日)) 以上
農業災害補償 農業災害補償 ４日

４日（５日） 保険通知の処理・保険料徴収 65,228件 64,253件 99％
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林業 ３日（４日） 林業 ３日 農 保険金支払審査 2,132件 2,040件 96％
漁業長期資金 漁業長期資金 納付回収金の受納 24,923件 24,923件 100％
償還日と同日付貸付 償還日と同日付貸付 業 農業長期資金の貸付審査 160件 160件 100％

（償還日と同日付貸付） 農業短期資金の貸付審査 62件 62件 100％
漁業短期資金 漁業短期資金 10日 林 保証審査 1,043件 857件 82％

10日（30日） 代位弁済 26件 24件 92％
漁業災害補償 漁業災害補償 ４日 業 貸付審査 38件 38件 100％

４日（５日） 保険通知の処理・保険料徴収 4,006件 4,006件 100％
※（ ）内は、実績値 漁 保険金支払審査 60件 53件 88％

納付回収金の受納 4,483件 4,483件 100％
業 漁業長期資金の貸付審査 165件 165件 100％

漁業短期資金の貸付審査 4件 4件 100％
農災 貸付審査 11件 11件 100％
漁災 貸付審査 17件 17件 100％

② 基金協会等関係機関と (2) 基金協会等関係機関との (2) 農業信用保険業務におい □(2) 農業信用保険業務にお 【事業報告書の記述】
の間で、保険引受審査、 間で、保険引受、保険金支 て、大口保険引受について ける大口保険引受について ○農業信用保険業務において、大口保険引受に Ａ
保険金支払審査等に係る 払審査等に係る情報の共 の事前打合せの強化に向け の基金協会との意見調整及 ついての事前打合せに係る現行方法の変更・
情報の共有、意見調整を 有 意見調整を着実に行う て、基金協会と意見調整を び代位弁済前の基金協会と 強化について、７基金協会へ大口保険引受案、 。

。着実に行う 実施する。また、大口保険 の事前協議の徹底 件個別協議に出向いた際に意見調整を行った
金請求案件について､代位 Ａ：事前協議は十分に実施 当該意見調整結果を踏まえ、事前打合せ強化

、弁済前の基金協会との事前 した に係る具体的実施方策案の検討を進めており
協議を徹底する。 Ｂ：事前協議はやや不十分 平成１６年度上期を目途に実施方策を正式決

であった 定し、事前打合せの徹底を図ることとしてい
Ｃ：事前協議は不十分であ る。

った
【その他特記事項】
・大口案件とは、次に該当する場合である。
ア 当該案件の保険価額が１億円以上
イ 同一被保証者に係る案件が２以上あり、
その合計保険価額が１億円以上

ウ 1,000万円以上の当該案件の引受結果によ
り保険価額が１億円以上

・これらの該当案件については、事前打合せを
行うか、資料送付を行うかいずれかの処理を

。行うこととする

【事業報告書の記述】
○大口保険金請求予定に係る事前協議対象案件
は１５件であり、これら全てについて事前協
議を実施した。なお、平成１５年度上期でも

、事前協議割合は１００％の実施となっており
、 。通年でも 事前協議割合は１００％であった
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【その他特記事項】
・大口案件とは、次に該当する場合である。
ア 個人にあっては請求額が3,000万円以上
イ 法人にあっては請求額が5,000万円以上
・これらの該当案件については、代位弁済実行
前に事前協議を行う。

(3) 漁業信用保険業務におい □(3) 漁業信用保険業務にお 【事業報告書の記述】
て、大口保証引受について ける大口保証引受について ○漁業信用保険業務において、漁業保証保険取 Ａ
の事前打合せの対象範囲を の事前打合せの対象範囲の 扱要領に関係規定を整備し、大口保証引受の
拡大する。また、基金協会 拡大及び基金協会との求償 事前打合せの対象範囲を拡大（１被保証者あ
と求償権に関する情報の共 権に関する情報の共有化 たりの保証残高が一定の額を超えるものを追
有化を図る。 Ａ：達成された 加 ）し、これを受けて、対象案件２５件全て。

Ｂ：概ね達成された について事前打合せを実施した。
、 、Ｃ：達成されなかった ・対象範囲の拡大とは 従来の基準１に加え

新たに基準２を追加したものである。
基準１ 保証の額が次に掲げる漁業種類

等において、基準の額を超えるも
の

① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ２億円
② その他漁業 １億円
③ 水産業協同組合 ３億円

基準２ 保証を行った後の被保証者に係
る保証残高が、次に掲げる漁業種
類等において、基準額を超えるも
の

① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ６億円
② その他漁業 ３億円
③ 水産業協同組合 ６億円

○基金協会より「求償権回収進捗状況表」の提
出を受け、回収経過及び回収見込み額等につ
いての情報を共有し、求償権の管理・回収の
強化を図った。

③ 専決権限の弾力化を行 (3) 専決権限の弾力化、意思 (4) 事務処理の迅速化につな □(4) 専決権限及び稟議決裁 【事業報告書の記述】
う 決定や業務処理の方法の見 がるよう､専決権限及び稟 方法の見直し ○独立行政法人化時点において、副理事長の決 Ａ

直しを行う。 議決裁方法の見直しを行 Ａ：実施した 裁権限を理事に移行する等を内容とする専決
う。 Ｃ：実施しなかった 権限の見直しを実施した。なお、専決権限に

等により、事務処理の迅 ついては、事務所統合に合わせ、再度見直し
速化を図る。 を行うこととしている。

○また、稟議決裁方法の見直しとして、電子決
裁の導入の可否について検討したが、信用基



- 14 -

金は小規模な法人であること、かつ、事務所
統合に合わせ専決権限の見直しを行う予定で
あることから、導入は当面見送ることとして
いる。

２ 利用者に対する積極的 ２ 利用者に対する積極的な ２ 利用者に対する積極的な ○２ 利用者に対する積極的
な情報提供及び利用者の 情報提供及び利用者の意見 情報提供及び利用者の意見 な情報提供及び利用者の意 Ａ
意見の反映 の反映 の反映 見の反映

指標の総数 ：８
評価Ａの指標数：８×２点＝１６点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
合 計 １６点

（１６／１６＝100％）

ホームページでの情報 (1) ホームページでの情報提 (1) 効率的な情報提供媒体 □(1)ア．ホームページでの情 【事業報告書の記述】
提供を行うこと等により 供を行うこと等により、利 であるホームページをより 報提供の充実 ○各ホームページにおいて、以下のとおりコン Ａ、
利用者に対して業務の紹 用者に対して業務の紹介を 充実したものとし､利用者 Ａ：実施した テンツの充実に努めた。
介を分かりやすく行う。 分かりやすく行う。ホーム や国民一般に対し農林漁業 Ｃ：実施しなかった ・全部門共通としては、独立行政法人への移
ホームページで提供する ページで提供する情報につ の制度金融や信用基金の業 行に伴い所要のリニューアルを行った。
情報については、更新に いては、更新に要する期間 務の紹介を分かりやすく行 ・農業部門ホームページについては、平成１
要する期間を１週間以内 を１週間以内とし、情報提 う。ホームページで提供す ６年１月より機関誌「農業信用保証保険」
とし、情報提供の迅速化 供の迅速化を図る。また、 る情報については､更新に の主な記事内容を掲載している。
を図る。 中期計画期間中毎年度平均 要する期間を１週間以内と ・林業部門ホームページについては、平成１

で6,000件以上のアクセス し、情報提供の迅速化を図 ５年１２月に林材業の業況動向調査結果の
件数となるようにする。 る。 概要（平成１５年下期）を掲載した。

これらの結果として、15 ・漁業部門ホームページについては、情報を
年度下期においては3,000 利用しやすいように画面レイアウトを変更
件以上のアクセス件数とな した。
るようにする。 ・農災部門ホームページについては、貸付資

。金の種類及び貸付条件等に関して更新した

□(1)イ．ホームページの更新 【事業報告書の記述】
に要する期間を１週間以内 ○ホームページで公表すべき情報については、 Ａ
とし、情報提供を迅速化 業務方法書や中期計画など１２件全てについ
Ａ：実施した て１週間以内に更新した。
Ｃ：実施しなかった

【その他特記事項】
事 項 基準日 更新日

独法化に伴う更新 10/ 1 10/ 1
会計監査人の募集掲載 10/ 3 10/ 3
業務方法書、中期目標、
中期計画、年度計画、給 10/ 3 10/ 6
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与・退職手当支給基準
会計監査人の募集掲載 10/16 10/16
役員給与改定、規程第８
条第３項の理事長が別に 11/ 1 11/ 7
定める割合の公表
会計監査人の選任の公表 11/19 11/19
職員給与改定 12/ 1 12/ 8
15年度上期決算財務諸表 1/ 9 1/ 9
15年度上期事業報告書 1/ 9 1/13
行政コスト計算財務書類 1/ 9 1/16
役員退職手当改定 1/16 1/19
16年度年度計画 3/29 3/29

□(1)ウ．アクセス件数が3,00 【事業報告書の記述】
0件（２年度目以降は6,000 ○その結果、平成１５年度下期のアクセス件数 Ａ
件 以上となるようにする は、９，１０３件となった。） 。
Ａ：目標の達成度合が100％

以上であった
Ｂ：目標の達成度合が70％
以上100％未満であった

Ｃ：目標の達成度合が70％
未満であった

(2) 林業信用保証業務の利用 □(2) 林業信用保証業務の利 【事業報告書の記述】
者向け解説書を利用者の立 用者向け解説書の見直し ○林業信用保証業務において、既存の解説書に Ａ
場にたって利用しやすいも Ａ：実施した ついて、利用者がより利用しやすいものにな
のに見直す。 Ｃ：実施しなかった るよう内容を見直し、その結果、保証の種類

及び利用要件の他、保証手続きの流れ図等の
改良を加えた新しい解説書を作成することと
した。

(3) 漁業信用基金協会とのネ □(3) 漁業信用基金協会との 【事業報告書の記述】
ットワーク化により､保険 ネットワーク化による保険 ○漁業信用基金協会と信用基金との間の通知等 Ａ
引受･回収関係の情報を月 引受･回収関係情報の月例提 をネットワ－ク化するためのコンピュ－タシ
例で提供する。 供 ステムを開発し、平成１６年３月から３基金

Ａ：実施した 協会との間で保険引受・回収関係情報を毎月
Ｃ：実施しなかった 提供するサービスを開始した。なお、基金協

会により業務のコンピュータ化の度合い、通
知件数等に格差があることから、段階的にネ
ットワーク化を進めることとしている。
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(4) 農業災害補償関係業務に □(4) 農業災害補償関係業務 【事業報告書の記述】
ついては、農業共済団体等 については､農業共済団体等 ○農業災害補償関係業務については、信用基金 Ａ
を相手先とするＮＯＳＡＩ を相手先とするＮＯＳＡＩ が実施している農業共済団体等の財務等調査
イントラネットを活用し、 イントラネットの活用によ 結果についてＮＯＳＡＩイントラネットを活
より具体的かつ詳細な情報 るより具体的かつ詳細な情 用し、統計表の形式で掲示・提供を行った。
提供を行う。 報提供

Ａ：実施した
Ｃ：実施しなかった

また、利用者の意見を (2) アンケート調査等の実施 (5) ホームページ、広報誌等 □(5)ア．アンケート調査等の 【事業報告書の記述】
定期的に聴取し、これを により、利用者の意見を定 を通じアンケート調査等を 実施 ○ホームページによる意見・要望の把握 Ａ
業務運営に反映させる。 期的に聴取し、これを業務 実施して、利用者の意見を Ａ：実施した ・利用者の意見・要望の把握状況

運営に反映させる。 聴取する。また、こうして Ｃ：実施しなかった ホームページに開設しているメールボッ
集めた利用者の意見を的確 クスにより意見・要望を聴取した。
に業務運営に反映する仕組 ・利用者への回答、業務への反映状況
みについて検討する。 □(5)イ．アンケート調査等に ホームページの見やすさに関する要望が

より集めた利用者の意見を 寄せられ、要望を踏まえて対応した。 Ａ
的確に業務運営に反映する ○農業信用保険業務
仕組みの検討・反映 ・アンケート調査の実施
Ａ：計画どおり実施された ア 利用者の意見・要望の把握状況
Ｂ：概ね計画どおり実施さ 平成１６年１月に全国１１５農協を対
れた 象に実施した農協アンケート調査（ 農協「

Ｃ：計画どおり実施されな 貸出と農業信用保険制度に関する基本動
かった 向調査 ）において、農協貸出と基金協会」

保証利用の動向の把握と併せて、農業信
用保険制度に関する意識や要望・意見を
聴取した。
イ 利用者の回答、業務への反映状況

調査結果の報告書をとりまとめ、今後
における農業信用保証保険制度のより円
滑・的確な運営の参考とするとともに、
基金協会並びに農協系統信用事業の商品
開発等の機能を担う農林中央金庫等に同
報告書を参考配布し、周知した。

・農業信用保険運営協議会の設置、開催
、農業信用保険業務の運営状況等について

出資者である基金協会及び農林中央金庫に
報告するとともに、必要な意見等を聴くこ
とにより、業務の円滑・適切な運営に資す
るため、平成１５年１１月に農業信用保険
運営協議会を設置し、平成１６年３月にそ
の第１回会議を開催した。
第１回会議においては、平成１６事業年

度農業信用保険業務年度計画（案）及び平
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（ ）成１６事業年度農業信用保険業務予算 案
について報告を行ったところ、特段の意見
はなかった。

○林業信用保証業務
・アンケート調査の実施

平成１５年１１月に７１７社を対象に 林「
材業の業況動向調査」に関するアンケート
調査を実施した。その結果については、ホ
ームページへ掲載したほか、利用者、都道
府県及びマスコミ等に配布し、周知した。

・農林漁業信用基金連絡協議会の開催
都道府県レベルで信用基金連絡協議会を

開催し、林業信用保証の利用について、関
係業界、融資機関と協議を行った（平成１
５年度下期は１３道県にて開催 。）

○漁業信用保険業務
漁業信用保険業務の状況及び実施方針につ
、 （ ）いて 出資者及び制度利用者を代表する 社

漁業信用基金中央会・農林中央金庫・全国漁
業協同組合連合会・ 社）大日本水産会に報告（
するとともに、必要な意見を聴くことを通じ
て業務の適切な推進と相互の理解の増進に資
するため、平成１６年３月に漁業信用保険連
絡協議会を開催し、保証保険制度をめぐる動
きと課題について意見交換を行った。
○農業災害補償関係業務
・関係会議への出席

農業災害補償関係業務の運営状況等につ
いて、出資者である農業共済組合連合会等
に報告・説明するとともに、必要な意見を
聴取するため、平成１６年２月に開催され
た全国参事会議（農林水産省、全国農業共
済協会及び農業共済組合連合会等参事が出
席）及び同年３月に開催された全国会長会
議（農林水産省、全国農業共済協会及び農

） 、業共済組合連合会会長等が出席 に出席し
業務実績及び平成１６事業年度計画（案）
等について、報告・説明を行った。
・ＮＯＳＡＩイントラネットによる意見・要
望の把握
農業共済団体等の財務等調査に関し、調

査方法及び調査結果の提供等についての要
望・意見をＮＯＳＡＩイントラネットを通
じて聴取した結果、財務分析指標について
新規追加の要望があり、これを踏まえて集
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計システムの改良を年度内に完了した。
○漁業災害補償関係業務

平成１５年１０月に開催された全国漁業共
済組合連合会主催の漁業共済ブロック会議 都（
道府県庁、水産庁及び全漁連の漁業共済事務
担当者が出席）に出席し、共済団体による業
務推進状況等を把握するとともに、意見交換
を行った。

３ 適切な保険料率・保証 ３ 適切な保険料率・保証料 ３ 適切な保険料率・保証料 ○３ 適切な保険料率・保証
料率・貸付金利の設定 率・貸付金利の設定 率・貸付金利の設定 料率・貸付金利の設定 Ａ

指標の総数 ：８
評価Ａの指標数：８×２点＝１６点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
合 計 １６点

（１６／１６＝100％）

保険料率・保証料率に (1) 保険料率及び保証料率に (1) 保険料率算定委員会を新 □(1)ア．保険料率及び保証料 【事業報告書の記述】
ついては、適正な業務運 ついては、農林漁業の特性 設し、事故率等保険料率の 率算定委員会の設置 ○農業信用保険業務 Ａ
営を行うことを前提とし を踏まえつつ、引受審査能 算定要素の動向について分 Ａ：実施した ・適切な保険料率の適用を確保することによ
て、農林漁業の特性を踏 力の向上等により事故率が 析するなど保険料率の検証 Ｃ：実施しなかった り、当該業務の安定的な運営に資すること
まえつつ、リスクを勘案 過大とならないよう適正な 方法の確立とそのシステム を目的として、保険料率算定委員会を平成
した適切な水準に設定す 業務運営を行うことを前提 化に向けた検討を行う。 １５年１２月に設置した。
る。 として、リスクを勘案した □(1)イ．保険料率の検証方法 ・平成１５年度下期においては、委員会を４

水準に設定する。 の確立とそのシステム化に 回開催し、保険料率の検証手法について検 Ａ
① 保険料率及び保証料率水 向けた検討 討を行うとともに直近データ等を踏まえて
準を随時点検し、必要に応 Ａ：達成された 算定した保険料率水準とその保険収支との
じ料率等の見直しを行う。 Ｂ：概ね達成された 関係等について検討を行った。なお、引き
その際、以下の措置を講じ Ｃ：達成されなかった 続き検討を深めることとしている。
る。 ○漁業信用保険業務
・保険料率及び保証料率算 ・適切な保険料率の適用を確保することによ
定委員会を設置する。 り、当該業務の安定的な運営に資すること
・保険料率及び保証料率の を目的として、保険料率算定委員会を平成
見直しをルール化する。 １６年３月に設置し、同委員会の作業部会

で現行の保険料率の算定方法について検証
し、今後の検討課題の整理を行った。

○林業信用保証業務
・適切な保証料率の適用を確保することによ
り、当該業務の安定的な運営に資すること
を目的として、保証料率算定委員会を平成
１６年３月に設置し、平成１５年１０月に
導入した保証料率の利用状況等の把握分析
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を行った。

② 林業信用保証について (2) 林業信用保証業務につい □(2) 林業信用保証業務につ 【事業報告書の記述】
は、利用者ごとのリスクの ては、以下のとおり、利用 いて、利用者ごとの財務状 ○林業信用保証業務 Ａ
違いにも配慮した保証料率 者ごとの財務状況等リスク 況等リスクの違いに配慮し ・平成１５年１０月から、保証の種類及び利
の導入を平成15年10月１日 の違いにも配慮した保証料 た保証料率の導入 用者（被保証者）ごとの財務状況等リスク
に行う。 率を15年10月1日に導入す Ａ：導入した の違いにも応じた新たな保証料率を導入し

る。 Ｃ：導入しなかった た。
現状 改定後 ア 林業経営高度化推進資金等の国の制度

推進資金 0.65％ リスク 資金については、従来は０．６５％の１
により 区分だったものをリスクの違いに応じた

0.65/0.72 ２区分の料率へ改定した。
一般資金 0.68/0.73 （従 来）0.65％

〃 （改定後）0.65％、0.72％
0.73/0.93/1.13 イ その他一般資金については、資金別の

２区分の料率からリスクの違いに応じた
３区分の料率へ改定した。
（従 来）0.68％、0.73％
（改定後）0.73％、0.93％、1.13％

③ 信用基金職員及び基金協 (3) 基金協会職員向けに保証 □(3) 基金協会職員向けの保 【事業報告書の記述】
会向けの保証審査・求償権 審査に係る研修会を開催す 証審査に係る研修会の開催 ○農業信用基金協会の中堅職員及び信用基金の Ａ
管理回収に係る研修会を開 る。 Ａ：開催された 職員を対象に、民法等の改正の概要及び貸出
催する。 Ｃ：開催されなかった 法務の要点、農業融資体制の強化などを内容

とする保証審査実務担当者研修会を平成１５
年１１月１７日～１８日に開催したところ、
３５基金協会から４９名、信用基金から２７
名の参加があり、研修終了後に実施したアン
ケートによると、研修内容についての満足度
は８９％と良好であった。

④ 研修等による信用基金職 (4) 研修等による信用基金職 □(4) 信用基金の相談機能の 【事業報告書の記述】
員の資質の向上、現地協議 員の資質の向上、現地協議 強化 ○農業部門 Ａ
の推進等により、信用基金 の推進等により、信用基金 Ａ：取り組みは十分であっ ・保証審査実務担当者研修会の開催や通信教
の相談機能を強化する。 の相談機能を強化する。 た 育研修等を通じて信用基金職員の資質の向

Ｂ：取り組みはやや不十分 上を図るとともに、大口引受案件の事前協
であった 議の強化を検討するなど、信用基金の相談

Ｃ：取り組みは不十分であ 機能を高めるよう努めた。
った ・信用基金の相談機能の一環として、基金協

会の保証審査・求償権回収の実務に役立つ
よう以下の冊子を作成し、配布した。
ア 近年、保険金支払が増加傾向にあるこ



- 20 -

とに対応して回収納付金の増加を図るこ
とを目的として、債権回収手段として有
効とされる物上代位について、手続等を
「担保権に基づく物上代位について」と
してまとめて提供した。
イ 保険金支払につながった事故事例をも
とに、今後の事故防止、引受審査におい
て参考となるものを「事故防止のための

」 。ヒント集 としてまとめて提供している
ウ 保証引受審査において参考となる情報
やデータなどを「審査関連情報」として
まとめて提供している。

・基金協会からの申し出に基づき、求償権償
却予定案件、事業計画等の個別協議に応じ
た。また、基金協会から寄せられた法務相
談等については、顧問弁護士への相談や、
参考文献の活用等により、すべての相談事
項について回答した。

○漁業部門
・平成１５年１２月に開催された（社）漁業
信用基金中央会主催の求償権の回収事例な
どを内容とする全国研修会（各基金協会職
員を中心とした３６名の研修生が参加）に
職員２名を参加させ、職員の資質の向上を
図った。
・基金協会から求償権の回収方策に関する相
談があり、電話にて回答を行った。

また、貸付金利につい (2) 貸付金利については、貸 (5) 貸付金利については、以
ては、貸付目的､市中金利 付目的､ 市中金利等を考慮 下のとおり、貸付目的、市
等を考慮した適切な水準 した適切な水準に設定す 中金利との兼ね合い等を考
に設定する。 る。 慮した適切な水準に設定す

る。
① 農業信用保険業務及び漁 □(5)ア．農業信用保険業務及 【事業報告書の記述】 Ａ
業信用保険業務における貸 び漁業信用保険業務におけ ○農業信用保険業務及び漁業信用保険業務にお
付金利は、日本銀行が作成 る貸付金利の適切な設定 いては、基金協会の保証能力の維持増大に資
する｢預金種類別店頭表示 Ａ：適切に設定された するため及び基金協会の保証債務の円滑な履
金利の平均年利率等につい Ｃ：適切に設定されなかっ 行に資するため、基金協会への貸付を行って
て｣における預入期間ごと た いる。この貸付金利については、日本銀行が
の利率のうち、貸付期間に 作成する「預金種類別店頭表示金利の平均年
対応するものに1/2を乗じ 利率等について」における預入期間ごとの利
て得た率とする。 率のうち、貸付期間に対応するものに１／２

を乗じて得た率とした （当該利率０．０４３。
％のところ０．０２１５％で貸付実行した ）。
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② 林業信用保証業務におけ □(5)イ．林業信用保証業務に 【事業報告書の記述】
る貸付金利は、日本銀行が おける貸付金利の適切な設 ○林業信用保証業務においては、林業及び木材 Ａ
作成する｢預金種類別店頭 定 関連産業の健全な発展に資するため都道府県
表示金利の平均年利率等に Ａ：適切に設定された が行う資金の供給の事業に必要な資金の貸付
ついて｣における預入期間 Ｃ：適切に設定されなかっ を行っている。この貸付金利については、日
が１年の利率が１％未満の た 本銀行が作成する「預金種類別店頭表示金利
ときは、当該利率とする。 の平均年利率等について」における預入期間

が１年の利率が、１％未満（０．０３２％）
であったので、当該利率を貸付利率とした。

③ 農業災害補償関係業務及 □(5)ウ．農業災害補償関係業 【事業報告書の記述】
び漁業災害補償関係業務に 務及び漁業災害補償関係業 ○農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係 Ａ
おける貸付金利は、短期プ 務における貸付金利の適切 業務においては、共済団体等が行う保険事業
ライムレートを基準とした な設定 等に係る保険金等の支払に必要な資金の貸付
率とする。 Ａ：適切に設定された を行っている。この貸付金利については、短

Ｃ：適切に設定されなかっ 期プライムレートを基準とした率とした。
た

第４ 財務内容の改善に関 第３ 予算、収支計画及び資 第３ 予算、収支計画及び資 ◎第３ 予算（人件費の見積
する事項 金計画 金計画 りを含む 、収支計画及び Ａ。）
信用基金が行う業務は 【別紙】 【別紙】 資金計画、
我が国農林漁業の健全な 中項目の総数：３
発展を図るという政策的 評価Ａの指標数：３×２点＝６点
な見地から、継続的に実 評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
施されることが必要な業 評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
務であるため、健全な財 合 計 ６点
務内容の確保が必要不可 （６／６＝100％）
欠である。

、 、このため 信用基金は
以下の点を踏まえて業務
運営を行うものとする。

○１ 経費（業務経費及び一 【事業報告書の記述】
般管理費）節減に係る取組 平成１５年度予算、収支計画及び資金計画 Ａ
（支出の削減についての具 の決算及び実績については別添のとおり。
体的方針及び実績等）
Ａ：計画どおり実施された
Ｂ：概ね計画どおり実施さ
れた

Ｃ：計画どおり実施されな
かった
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※なお、本指標の評価にあ
っては、中期計画に定める
「業務運営の効率化による
経費の抑制」の評価結果に
十分配慮するものとする。

○２ 法人運営における資金 【その他特記事項】
の配分状況 ・運営費交付金については、交付目的に沿って Ａ

、 。（運営費交付金の配分） 林業信用保証勘定に配分し 適正に執行した
Ａ：効果的な資金の配分は
十分であった

Ｂ：効果的な資金の配分は
やや不十分であった

Ｃ：効果的な資金の配分は
不十分であった

１ 業務収支の均衡 ○３ 業務収支の均衡
適切な保険料率・保証 「特殊法人等整理合理化計 Ａ

料率・貸付金利の設定の 画 （平成13年12月19日閣議」
ほか、次の①から③の定 決定）おける収支改善に関 指標の総数 ：４
めるところにより、業務 する指摘に鑑み、業務収支 評価Ａの指標数：４×２点＝８点
収支の均衡（経常損益ベ に関する目標を設定するこ 評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
ース）を達成する。 ととする。 評価Ｃの指標数：０×０点＝０点

① 中期目標期間中に保証 合 計 ８点
契約・保険契約を締結し （８／８＝100％）
た案件については、信用

． 、基金が保証契約の当事者 □(1)ア 林業信用保証業務は
となる林業信用保証業務 代位弁済率を2.98％以下と
においては、引受審査能 する。
力の向上等によりその代 Ａ：設定した目標の達成度 （年度評価無し）
位弁済率を2.98％以下と 合が100％以上であった
し、また、基金協会の代 Ｂ：設定した目標の達成度
位弁済が保険事故となる 合が70％以上100％未満
農業信用保険業務及び漁 であった
業信用保険業務において Ｃ：設定した目標の達成度
は、基金協会の引受審査 合が70％未満であった
能力の向上に資する連携

． 、強化等により、農業信用 □(1)イ 農業信用保険業務は
。保険業務にあってはその 事故率を0.13％以下とする

事故率を0.13％以下、漁 Ａ：設定した目標の達成度 （年度評価無し）
業信用保険業務にあって 合が100％以上であった
はその事故率を1.15％以 Ｂ：設定した目標の達成度
下とする。この場合、代 合が70％以上100％未満
位弁済率・事故率は、経 であった
済情勢 国際環境の変化 Ｃ：設定した目標の達成度、 、
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災害の発生等外的要因に 合が70％未満であった
より影響を受けることに

． 、ついて配慮する。 □(1)ウ 漁業信用保険業務は
。事故率を1.15％以下とする

Ａ：設定した目標の達成度 （年度評価無し）
合が100％以上であった

Ｂ：設定した目標の達成度
合が70％以上100％未満
であった

Ｃ：設定した目標の達成度
合が70％未満であった

（注）代位弁済率、事故率の
評価は、中期目標期間の終

。了時に判定するものとする
なお、この場合、代位弁

、 、済率・事故率は 経済情勢
国際環境の変化、災害の発
生等外的要因により影響を
受けることについて配慮す
るものとする。

② 基金協会、債権回収業 □(2)ア．求償権の管理・回収 【事業報告書の記述】
者（サービサー）等との を強化し、回収実績を向上 ○求償権の管理・回収の強化方策 Ａ
連携等による求償権の管 させる。 ・農業部門
理・回収を強化し、回収 Ａ：設定した目標が達成さ １２基金協会との大口求償権の現況、回
実績を向上させるととも れた 収方針、代位弁済の実情等についての現地
に、保険料・保証料・貸 Ｂ：設定した目標が概ね達 協議の実施、また、求償権の管理回収研修
付金利息を確実に徴収す 成された 会の開催等を通じ、基金協会との連携強化
る。 Ｃ：設定した目標が達成さ に努めた。

れなかった （現地協議及び研修会は平成１５年度上期
実施である ）。

・林業部門
回収可能性を分析し、可能性の高いとこ

ろから重点的に回収に努めるとともに、新
（ ）しい取組として債権回収業者 サービサー
。 、へ回収業務の一部委託を行った この結果

回収実績額４７０百万円（うちサービサー
委託分３５百万円）となった。

・漁業部門
２２基金協会より「求償権回収進捗状況

表」の提出を受け、回収経過及び回収見込
み額等についての情報を共有し、求償権の
管理・回収の強化を図った。

【その他特記事項】
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・回収金収入の目標を３，１２５百万円と設定
したところ、回収実績は３，１９３百万円と
なり、目標を達成した。

□(2)イ．保険料・保証料・貸 【事業報告書の記述】
付金利息を確実に徴収する ○保険料・保証料・納付回収金・貸付金利息の Ａ。
Ａ：設定した目標が達成さ 確実な徴収
れた ・徴収すべき保険料、保証料、納付回収金及

Ｂ：設定した目標が概ね達 び貸付金利息については、徴収割合が全て
成された １００％であった。

Ｃ：設定した目標が達成さ
れなかった

③ 共済団体等に対する貸 □(2)ウ．共済団体等に対する 【事業報告書の記述】
付けについては、引き続 貸付けの回収は、確実に徴 ○共済団体等に対する貸付については、貸付に Ａ
き適正な審査を行うとと 収する 係る借入申込書及び償還計画書等の審査を標
もに、その回収について Ａ：設定した目標が達成さ 準処理期間内で適正かつ迅速に完了するよう
は、確実に徴収するもの れた 努めた。貸付金の回収については、共済団体
とする。 Ｂ：設定した目標が概ね達 等に対して、予め償還期限、貸付金及び貸付

成された 金利息等の確認を行うことにより、確実に回
Ｃ：設定した目標が達成さ 収した。
れなかった

２ 責任準備金の計上 □(3) 責任準備金の適切な計 【事業報告書の記述】
保証・保険に係る業務 上 ○農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の責 Ａ

については、適切な責任 Ａ：適切であった 任準備金については、翌年度以降の保険金支
準備金の計上を行う。 Ｃ：不適切であった 払に充てるなど保険契約上の責任遂行に備え

るため、会計規程の規定により、毎事業年度
末において、計算した金額を計上することと
なっており、平成１５年度末の所要計上額は

， 、農業信用保険業務において６ ５２３百万円
漁業信用保険業務において５，０６８百万円
であり、全額を計上している。
○林業信用保証業務の保証債務損失引当金につ
いては、保証債務に係る損失に備えるため、
会計規程の規定により、保証先等区分毎に合
理的に見積もられた将来の損失の合計金額を
計上することとなっており、平成１５年度末
の所要計上額は８，８３９百万円であり、全
額を計上している。

第５ その他業務運営に関 ◎第４ 長期借入金の条件
する重要事項 Ａ
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○長期借入金の条件
独立行政法人農林漁業 中項目の総数：１

信用基金法(平成14年法律 評価Ａの指標数：１×２点＝２点
第128号)第17条第１項 漁 評価Ｂの指標数：０×１点＝０点（
業災害補償法(昭和39年法 評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
律第158号)第196条の11第 合 計 ２点
１項又は林業経営基盤の （２／２＝100％）
強化等の促進のための資
金の融通等に関する暫定
措置法(昭和54年法律第51 【事業報告書の記述】
号)第７条の規定により読 ○ 市中の金利情勢等を考慮 ○林業信用保証業務（林業経営基盤の強化等の Ａ
み替えて適用する場合を し、極力有利な条件での借 促進のための資金の融通等に関する暫定措置
含む ）の規定に基づき、 入れを図る。 法第６条第１項第１号に係る業務）に係る長。
信用基金が長期借入金を Ａ：実施した 期借入金（１９億９６百万円。償還期限４年
するに当たっては、市中 Ｃ：実施しなかった 間）の借入に際しては、多数の融資機関と交
の金利情勢等を考慮し、 渉した結果、年０．８５９％の低い金利で調
極力有利な条件での借入 達することにより、借入金利息の縮減を図る
れを図る。 ことができた。

【その他特記事項】
・借入時点の長期プライムレート １．６５％

第４ 短期借入金の限度額 【事業報告書の記述】
○農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係
業務に関する、平成１５年度の短期借入金実

２，９７５億円 績は下表のとおりである。
（金額単位：百万円）

借入件数 借入金 年度末借 借入目的
累計額 入金残高

共済団体等に対する貸付金
農業災害補償 4件 50,049 0 原資とするため

共済団体に対する貸付金原
漁業災害補償 8件 10,941 3,385 資とするため

合 計 12件 60,990 3,385

○農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係
業務における貸付金の原資となる借入金に係
る金利については、従来は短期プライムレー
トと同水準であったが、平成１５年度には、
その借入金の一部を複数の融資機関と交渉す
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るなどして調達したことなどにより、従来よ
りも低い利率が適用され支払利息が縮減でき
た。
（適用された利率）
・農業災害補償関係業務

① 借入金額 ４９，１９８百万円
② 適用利率 ０．４７５％

（短期プライムレート △０．９００％）
・漁業災害補償関係業務
ア ① 借入金額 ５００百万円

② 適用利率 ０．３２０％
（短期プライムレート △１．０５５％）
イ ① 対象極度額 ３，８００百万円

② 適用利率 １．２５０％
（短期プライムレート △０．１２５％）

第５ 重要な財産の譲渡等の 第４ 重要な財産の譲渡等の ◎第５ 重要な財産の譲渡等
計画 計画 の計画 Ａ

中項目の総数：１
評価Ａの指標数：１×２点＝２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ２点

（２／２＝100％）

【事業報告書の記述】
事務所の統合に伴い、一 一番町事務所（全国農業 ○ 一番町事務所の譲渡の計 ○平成１６年１月、農業災害補償部門内に関係 Ａ

番町事務所（全国農業共済 共済会館６階）の譲渡に向 画的実施 役職員を構成員とする事務所売却検討委員会
会館６階）の譲渡を計画的 けて譲渡予定価格及び譲渡 Ａ：順調に進んでいる を設置し、一番町事務所（全国農業共済会館
に行う。 先の選定方法について検討 Ｂ：概ね順調に進んでいる ６階）の譲渡方法、譲渡予定価額、譲渡スケ

を行う。 Ｃ：不十分 ジュール等について検討を行った。
当該評価を下すに至った

経緯、中期目標や中期計画 【その他特記事項】
に記載されている事項以外 ・事務所の譲渡に係る検討については、計画的
の業績等特筆すべき事項を に進められている。
併せて記載する。

第６ 剰余金の使途 ◎第６ 剰余金の使途
農林漁業金融のセーフテ ○ 当該事業年度に係る剰余

ィ・ネット機関としての役 金の使途について、中期計 （平成１５年度実績無し）
割の向上のため、 画に定めた使途に充てた結
・金融業務に精通した人材 果、当該事業年度に得られ
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の育成・研修 た成果
・政策金融の進展に適合す Ａ：得られた成果は十分で
る各種システムの開発 あった
・債権管理強化のため連携 Ｂ：得られた成果はやや不
する県単位機関等の能力 十分であった
の向上 Ｃ：得られた成果は不十分
の使途に使用 であった

当該評価を下すに至った
経緯、中期目標や中期計画
に記載されている事項以外
の業績等特筆すべき事項を
併せて記載する （ただし、。
中期計画に定めた剰余金の
使途に充てた年度のみ評価
を行う ）。

第７ 施設及び設備に関する 第５ 施設及び設備に関する ◎第７ 施設及び設備に関す
計画 計画 る計画 Ａ

中項目の総数：１
評価Ａの指標数：１×２点＝２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ２点

（２／２＝100％）

【事業報告書の記述】
４分野に分かれている事 ４分野に分かれている事 ○ 事務所統合の計画的実施 ○４分野（農業・林業・漁業・農業災害補償） Ａ

務所の統合を計画的に行 務所を平成16年度後半に統 Ａ：順調に進んでいる に分かれている事務所を、平成１６年１２月
う。 合することができるよう、 Ｂ：概ね順調に進んでいる を目途に本所事務所（コープビル内）に統合

統合場所の選定等所要の準 Ｃ：不十分 することを、平成１５年１１月の理事会で決
備を行う。 当該評価を下すに至った 定した。

経緯、中期目標や中期計画 ○また、この事務所統合の実を上げるよう、①
に記載されている事項以外 事務所統合時点に総務、経理等の管理部門の
の業績等特筆すべき事項を 再編を行い人員を削減するとともに、②各部
併せて記載する。 門共通の課題に係る企画調整機能の強化を図

るため、平成１６年４月に企画調整室を新設
するほか、③人事課の体制強化を図ることに

、 。ついて 平成１６年２月の理事会で決定した
○さらに、統合のための所要の準備を進めるた
め、各事務所横断のプロジェクトチーム（事
務所のレイアウト検討チーム、管理部門再編
検討チーム等）を平成１５年１２月に発足さ
せ、事務所のレイアウト・倉庫等の配置、管
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理部門の再編等の検討を進めている。

【その他特記事項】
・事務所統合に伴う所要の準備は、平成１５年
１１月の理事会で決定した通り、計画的に進
められ統合実現が見込まれており、順調に進
んでいる。

第８ 人事に関する計画 第６ 人事に関する計画 ◎第８ 人事に関する計画
職員の人事に関する計画 Ｂ

（人員及び人件費の効率化
に関する目標を含む ） 中項目の総数：２。

評価Ａの指標数：１×２点＝２点
評価Ｂの指標数：１×１点＝１点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ３点

（３／４＝75％）

(1) 方針
農林漁業金融をめぐる情

勢の変化に即応して、信用
基金の業務の円滑な実施を
担うことができる人材を確
保するため、職員に対する
各種研修を効果的に実施し
ていくとともに、高度な専
門知識を有する職員を採用
する。
また、管理部門の業務の

効率化を図ること等によ
り、業務の質や量に対応し
た適切な人員配置を実現す
る。

(2) 人員に係る指標 ○１ 人員に関する指標 【事業報告書の記述】
① 認可法人の時と比べて Ａ：計画どおりに実施され ○管理部門の人員については、平成１５年度末 Ａ

（ ） 、管理部門の常勤職員数を た では認可法人の時と同数 ３０人 であるが
削減する。 Ｂ：概ね計画どおりに実施 平成１６年１２月の事務所統合時に削減する

② 期末の常勤職員数は期 された ことを平成１６年２月の理事会で決定した。
初を上回らないものとす Ｃ：計画どおりに実施でき ○常勤職員数は、平成１５年度を通して１３０
る。 なかった 名であり、平成１５年１０月１日時点の１３
(参考1) ０名を上回っていない。
期初の常勤職員数 ○平成１５年度の人件費予算は８２５百万円を

130名 見込んでいたが、７５１百万円の実績となっ
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期末の常勤職員数の見 た。
込み 123名
（前倒分と合わせて１０
名の減）

(参考2)
中期目標期間中の人件
費総額見込み７５億円。
ただし、上記の額は、
役員給与、職員給与、嘱
託手当、社会保険料負担
金及び退職給与引当金繰
入に相当する範囲の費用
である。

(3) 人材の確保及び養成に関 ○２ 人材の確保及び養成に
する計画 関する計画

指標の総数 ：３
評価Ａの指標数：２×２点＝４点 Ｂ
評価Ｂの指標数：１×１点＝１点
評価Ｃの指標数：０×０点＝０点
合 計 ５点

（ ）５／６＝83％

① 人材の確保 (1) 人材の確保 □(1) 金融、保険業務等の分 【事業報告書の記述】
金融、保険業務等の分野 ホームページ等を通じ 野において高度な専門性を ○幅広い分野からの人材の確保につながるよう Ａ、

において高度な専門性を有 て、信用基金の政策的役割 有する民間企業等の人材の 従来の求人方法に加え、ホームページ等を通
する民間企業等の人材を採 等を積極的にアピールする 確保 じて求人を行った。
用する。また、４分野の事 こと等により、幅広い分野 Ａ：計画どおりに実施され ○また、高度な専門性を有する人材を１名都市
務所統合にあわせ、適切な から人材を採用し、金融、 た 銀行から平成１５年６月より出向の形で受け
人事管理の構築等を通じた 保険業務等の分野において Ｂ：概ね計画どおりに実施 入れていたが、当該職員を平成１６年４月か
魅力ある就業環境の形成に 高度な専門性を有する民間 された ら本採用することとした。
より、人材の確保を行う。 企業等の人材の確保を図 Ｃ：計画どおりに実施でき

る。 なかった

② 人材の養成 (2) 人材の養成 □(2)ア．個々の職員の専門性 【事業報告書の記述】
個々の職員の専門性の育 個々の職員の専門性の育 の育成に配慮した人事管理 ○農業信用基金協会に１名出向させ、１名受け Ａ

成に配慮した人事管理を行 成に配慮した人事管理を行 Ａ：計画どおりに実施され 入れる人事交流を行うほか、通信教育による
うとともに、職員に対する うとともに、部署･階層別 た 資格取得を支援する等により、専門性の育成
研修制度の充実等により、 のほか､専門性の高い業務 Ｂ：概ね計画どおりに実施 に配慮した人事管理を行った。
民間企業等から採用 交流 に関する研修を充実するな された（ ）
した人材の専門的な知見を ど､職員に対する研修制度 Ｃ：計画どおりに実施でき
速やかに共有させ、専門性 を充実する。 なかった
の高い人材の早期育成を図



- 30 -

る。 □(2)イ．職員に対する研修制 【事業報告書の記述】
度の充実 ○また、事務所統合時点において人事課の体制 Ｂ
Ａ：計画どおりに実施され を強化することを、平成１６年２月の理事会
た で決定しており、これにより、専門性の高い

Ｂ：概ね計画どおりに実施 職員研修（管理・実務研修、会計・決算事務
された 研修、求償権管理回収業務研修等）の充実を

Ｃ：計画どおりに実施でき 図る体制を構築することとした。
なかった ○なお、都市銀行から出向の形で受け入れてい

る職員を講師として、その専門的知見を他の
職員に共有させるため、ケーススタディ方式
による財務分析研修を２回実施した。



- 31 -

（総合評価）

総合評価結果 備 考

１．総合評価結果： 平成１５事業年度の業務については順調に行われている （Ａ）。
（評価を行うに至った経緯）

法人の中期計画項目について、法人からの自己評価をもとに、評価基準に基づき評価を行った。評価に際しては、長引く低金利情勢に
より制度資金の有利性が薄れたことなどから原資供給に係る貸付事業の実績が低調となる等経済情勢等の外的要因により当該法人の業務
実績が大きく影響を受けるなどの特殊な事情があることにかんがみ、このような外的要因を十分参酌することにより、的確な評価を行う
よう努めた。
その結果、一部の項目にＢ評価はあったものの、総じて高い評価であることから、総合評価はＡ評価とした。

２．中項目の３段階評価結果
・中項目の総数：１７
うち評価Ａの指標数：１５×２点＝３０点

評価Ｂの指標数： ２×１点＝ ２点
評価Ｃの指標数： ０×０点＝ ０点
合 計 ３２点

（３２／３４＝９４％）

３．留意事項等
全体として見れば、独立行政法人に移行して半年間という短い期間の実績としては、高く評価できるものと考えられる。１６事業年度か

らのさらなる取組に期待する。
〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について
(1) 事務所統合に向けての準備は順調に進んでいる。今後、事務所統合及び組織再編を通じて、効率的な業務運営体制が確立されることに
期待する。
(2) 経費支出の抑制については、１５事業年度は特殊要因もあって高い達成度合になっているが、今後とも適切な取組を行うことを通じて
中期計画が着実に達成されることを期待する。
(3) なお、職員の能力の向上を図るための各種研修については、全体としては積極的に取り組んでいることが認められるが、一部に、計画
どおりには実施されていないものがある。これには、やむを得ない面もあると考えられるが、今後、組織再編により人事課の体制が強化
されることを契機として、さらに取組が強化されるよう期待する。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置〕について
利用者に対する積極的な情報提供や、アンケート調査等を通じた利用者の意見の聴取に取り組んでいることは、適切である。今後のさ

らなる取組に期待する。
〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について

経費支出の抑制については、１５事業年度は特殊要因もあって高い達成度合になっているが、今後とも適切な取組を行うことを通じて
中期計画が着実に達成されることを期待する。

〔４ 長期借入金の条件 〔５ 重要な財産の譲渡等の計画〕について〕
取組は適切である。

〔７ 施設及び設備に関する計画〕について
〔１〕の(1)と同じ。

〔８ 人事に関する計画〕について
研修に関して 〔１〕の(3)と同じ。、



１．平成１５事業年度予算及び決算

（１）収入 （単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

156 156 - - 156 156 - - - - - -
1,504 1,504 - - 839 839 665 665 - - - -
24 8 - - 24 8 - - - - - -
23 19 - - 23 19 - - - - - -
21 0 - - 21 0 - - - - - -

87,365 92,936 17,919 17,402 6,658 8,032 12,315 10,778 44,823 50,788 5,650 5,936
- 3 - - - - - - - 3 - -

1,057 964 447 453 166 149 323 271 119 85 2 6
58,129 62,986 - - 1,996 1,996 - - 44,793 50,049 11,340 10,941

2 3 1 1 1 2 0 - 0 0 0 -
148,282 158,580 18,367 17,855 9,884 11,202 13,303 11,714 89,735 100,926 16,992 16,883

（２）支出 （単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

162,589 153,057 29,715 18,262 11,438 4,479 14,245 11,872 90,231 100,981 16,961 17,462
1,232 1,011 495 408 332 276 247 204 119 94 38 29

直接業務費 229 115 135 77 52 20 32 14 8 3 2 1
管理業務費 178 145 54 52 47 42 52 36 14 11 11 5
人 件 費 825 751 306 279 234 215 162 154 97 81 25 23

163,821 154,068 30,210 18,670 11,770 4,756 14,491 12,076 90,350 101,075 16,999 17,491

漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

運 営 費 交 付 金

科　　　　目
総　　　計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定

受 入 事 業 交 付 金
政 府 補 給 金 受 入
地方公共団体出資金
民 間 出 資 金
事 業 収 入
受 託 事 業 収 入
運 用 収 入
借 入 金
そ の 他 の 収 入
合　　　　　計

科　　　　目

合　　　　　計

農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

運
営
経
費

事 業 費
一 般 管 理 費

総　　　計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定

－32－



２．平成１５事業年度収支計画及び実績

（１）収益 （単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

156 140 - - 156 140 - - - - - -
1,895 817 391 187 839 18 665 612 - - - -
24 8 - - 24 8 - - - - - -

5,999 5,603 4,407 3,701 132 194 1,365 1,614 38 54 57 39
- 3 - - - - - - - 3 - -

1,042 960 458 453 161 149 313 271 108 85 2 2
21,435 20,577 858
(1,253) (567) (686)

2 3 1 1 1 2 0 - 0 0 0 -
- 59 - - - 55 - - - - - 4
95 - 95 - - - - - - - - -
740 1,866 - 1,181 652 - 89 834 0 - - 0

31,388 22,541 3,291
(11,206) (2,531) (3,118)

（２）費用 （単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

9,253 7,270 4,814 4,416 1,576 6 2,862 2,845 - 3 0 -
1,317 1,015 512 411 386 279 250 202 128 93 41 29

直 接 業 務 費 196 112 121 75 52 19 14 14 8 3 2 1
管 理 業 務 費 167 139 44 46 47 42 51 36 14 11 11 5
人 件 費 953 763 347 290 287 218 185 152 106 80 28 23

34 25 25 15 1 4 7 6 2 1 0 -
57 55 - 0 24 8 - - 17 40 17 7

20,727 20,555 172
(545) (545) (0)

- 1 - 1 - - - - - - - -
- - - - - 134 - - - 5 1 10

31,388 22,541 3,291
(11,206) (2,531) (3,119)

（注）１．収支計画は、予算ベースで作成した。

科　　　　目
総　　　計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

経
　
常
　
収
　
益

運営費交付金収益
政府事業交付金収入
政 府 補 給 金 収 入
事 業 収 入
受 託 事 業 収 入
財 務 収 益

引 当 金 等 戻 入 557 - - - -30 107 419 -

雑 益
臨 時 利 益
積 立 金 取 崩 額
当 期 総 損 失

合　　　　　　計 141 5910,016 5,352 5,553 674 46

科　　　　目
総　　　計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

3,750 146

710 242

経
　
常
　
費
　
用

事 業 費
一 般 管 理 費

減 価 償 却 費
財 務 費 用

引 当 金 等 繰 入 -

臨 時 損 失

698 - - -1,649 -

当 期 総 利 益

合　　　　　　計 10,016

　　　２．引当金等戻入及び引当金等繰入の科目において、計画の上段は洗替方式による額で、計画の下段のカッコ書き及び実績欄は差額補充方式による額で、
　　　　　それぞれ計上している。

146 141 59 465,352 5,553 674 3,750
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３．平成１５事業年度資金計画及び実績

（１）収入 （単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

89,939 94,567 18,372 17,737 7,775 8,809 13,227 11,223 44,913 50,861 5,652 5,936
136 28 - 6 30 - 76 13 29 6 - 4

58,173 63,006 - - 2,040 2,015 - - 44,793 50,049 11,340 10,941
117,187 127,454 51,849 51,942 20,967 27,702 37,644 40,972 6,126 6,216 601 622
265,435 285,055 70,221 69,685 30,813 38,527 50,947 52,208 95,861 107,131 17,593 17,504

（２）支出 （単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

109,481 95,506 30,238 18,698 10,206 3,803 14,481 12,107 45,550 51,042 9,005 9,855
11 9 10 9 - - 1 - - - - -

54,344 58,313 - - 1,550 620 - - 44,793 50,049 8,001 7,644
101,599 131,228 39,973 50,978 19,057 34,104 36,465 40,101 5,517 6,040 587 4
265,435 285,055 70,221 69,685 30,813 38,527 50,947 52,208 95,861 107,131 17,593 17,504

（注）資金計画は、予算ベースで作成した。

漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

業務活動による収入

科　　　　目
総　　　計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定

投資活動による収入
財務活動による収入
前年度からの繰越金

合　　　計

漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

業務活動による支出

科　　　　目
総　　　計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定

投資活動による支出
財務活動による支出
翌年度への繰越金

合　　　計
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